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東京証券取引所は、2023年11月22日に「四半期開示の見直しに関する実務の方針」を公表しました。また、
これを受けて、日本公認会計士協会も各種お知らせを公表しました。 

 

ポイント 

 

 

 

 2022年6月及び12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グル
ープ報告における提言を受け、東京証券取引所は「四半期開示の見直しに関する実
務の方針」を公表しました。 

 本方針では、以下の論点について方向性が示されています。 

 第1・第3四半期決算短信の開示内容、開示タイミング、レビュー及びエンフ
ォースメント 

 第2四半期・通期決算短信の取扱い 

 決算短信のデータ配信形式 

 情報開示（適時開示）の充実 

 第1・第3四半期決算短信の開示内容の概要は、以下のとおりです。 

 見直し前の四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資家の要望が特に
強い事項（セグメント情報等の注記、キャッシュ・フローに関する注記等）を
追加 

 開示が義務付けられる事項以外に、「投資判断に有用と考えられる情報」（キ
ャッシュ・フロー計算書、重要な後発事象の注記等）を例示（投資者ニーズに
応じて各社が判断して開示） 

 上記の具体的な制度改正に当たっては、今後、制度要綱の公表のうえ、パブリック・
コメント手続が実施される予定です。 

東京証券取引所、「四半期開示の見直しに 
関する実務の方針」を公表 
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1. 本方針公表の経緯 

2022年6月及び12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ
報告（以下「DWG報告」という）において、金融商品取引法上の四半期報告書（第1・第
3四半期）を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」する方向性が示さ
れるとともに、「一本化」の具体化における各論点の方向性が示されました。 

DWG報告を受け、東京証券取引所（以下「東証」という）は、2023年6月に「四半期開
示の見直しに関する実務検討会」を設置し、DWG報告で示された「一本化」の具体的な
方向性に沿った実務の実現に向けて検討を重ね、2023年11月22日に「四半期開示の見直
しに関する実務の方針」（以下「本方針」という）を公表しました。なお、具体的な制度
改正に当たっては、今後、制度要綱の公表のうえ、パブリック・コメント手続が実施され
る予定です。 

また、東証による本方針の公表を受けて、日本公認会計士協会は2023年11月22日に「東
京証券取引所『四半期開示の見直しに関する実務の方針』の公表について（お知らせ）」
等を公表しました。 

 

2. 「四半期開示の見直しに関する実務の方針」の概要 

（1）論点 

本方針では、以下の論点について方向性が示されています。本解説では、以下の①、②及
び④の概要について解説します。 

① 第1・第3四半期決算短信の開示内容、開示タイミング、レビュー及びエンフォース
メント 

② 第2四半期・通期決算短信の取扱い 

③ 決算短信のデータ配信形式 

④ 情報開示（適時開示）の充実 

 

（2）第1・第3四半期決算短信の開示内容、開示タイミング、レビュー及びエンフ
ォースメント 

本方針で示された第1・第3四半期決算短信の開示内容について、主な内容は以下のとお
りです。 

財務報告の枠組み 第1・第3四半期決算短信の財務諸表を作成するにあたり、新制
度における半期報告書に適用される財務諸表等規則及び会計
基準を参照 

開示内容 見直し前の四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資家
の要望が特に強い事項（セグメント情報等の注記、キャッシュ・
フローに関する注記等）を追加 

開示が義務付けられる事項以外に、「投資判断に有用と考えら
れる情報」（キャッシュ・フロー計算書、重要な後発事象の注記
等）を例示（投資者ニーズに応じて各社が判断して開示） 
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【図1】第1・第3四半期決算短信の開示内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本方針で示された第1・第3四半期決算短信の開示タイミング、レビュー及びエン
フォースメントについて、主な内容は以下のとおりです。 

開示タイミング 決算の内容が定まり次第開示 

レビューを受ける場合に「決算の内容が定まった」と判断する
時点は以下のとおり 

レビューを義務で受ける場合 レビューを任意で受ける場合 

原則としてレビューが 
完了した時点 

各上場会社による判断 
（レビューが完了した 

時点でも可） 

四半期末から45日を経過する場合には、その状況について開示 

レビュー 会計不正等が起こった場合等においては、取引所の規則により、
監査人によるレビューを一定期間義務付け 

レビュー（任意のレビューを含む）を実施する場合、レビュー
の有無の開示、（有のときは）レビュー報告書の添付が必要とさ
れ、その方針は、以下のとおり 

 年度の監査人と同一の監査人によるレビュー 

 企業会計審議会が策定するレビュー基準及び日本公
認会計士協会における実務指針に基づくレビュー 

 準拠性に関するレビュー（新制度の財規等に準拠し
て開示を省略しない場合には、適正表示に関するレ
ビューとすることも可） 

エンフォースメント 取引所における開示に係る審査に当たっては、上場会社への確
認が基本となるが、取引所において、エンフォースメントをよ
り適切に実施していくため、監査人との連携を強化し、会計不
正の概要を早期に把握できる仕組みを構築 
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レビューについては、日本公認会計士協会から、適正性と準拠性に関するレビュー（結
論）に関する周知を行うための「東京証券取引所「四半期開示の見直しに関する実務の方
針」の公表について（お知らせ）」が公表されています。両者を比較すると以下のとおり
です。 

【図2】適正性と準拠性に関する結論の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）第2四半期・通期決算短信の取扱い 

本方針で示された第2四半期・通期決算短信の取扱いについて、主な内容は以下のとおり
です。 

基本的な考え方 第2四半期・通期は、法定開示（半期報告書・有価証券報告書）
に対する速報という位置付けを維持し、現行の取扱いを維持 

開示内容 現行の取扱いから変更なし（第1・第3四半期決算短信で追加さ
れる事項について、第2四半期決算短信においては、開示の義務
付けはせず、速報性と投資者ニーズを踏まえて各社の判断とす
る） 

レビュー レビュー・監査の対象外（第1・第3四半期決算短信について規
則によりレビューが義務付けられる場合であっても第2四半期・
通期決算短信は対象外） 
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（4）情報開示（適時開示）の充実 

本方針で示された情報開示（適時開示）の充実について、主な内容は以下のとおりです。 

基本的な考え方 取引所において、上場会社が主体的に判断し、投資者にとって
有用な情報が積極的に開示される市場環境の整備を行う 

当面の対応 事業環境の変化に関する開示 

 適時開示ガイドブックに、事業環境の変化に関する
開示のポイントを追加し、適時開示を要請 

その他の情報開示 

 バスケット条項の本来の趣旨（投資判断上の重要性
を軸に開示要否を判断）の理解を促進 

 バスケット条項における開示目安は少なくとも
開示が必要と考えられる目安であることの明確
化 

 企業価値（将来キャッシュ・フロー等）に与え
る影響を勘案することが重要である旨の追記等 

開示例の公表 

 取引所において、継続的に開示例を公表し、開示拡充
を促すサイクルを作る 

 

上場会社が主体的に判断し、投資者にとって有用な情報が積極的に開示されるプラクテ
ィスが醸成されれば、現行の細則主義の枠組みから原則主義への移行の是非や、四半期
決算短信の任意化の是非の検討の素地になるとされています。 
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